
群馬県アスリート就職支援事業「アスリート・ジョブサポートぐんま」実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県内におけるアスリートの就職を支援するために実施する、群

馬県アスリート就職支援事業「アスリート・ジョブサポートぐんま」（以下「アスジ

ョブぐんま」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の内容） 

第２条 アスジョブぐんまで実施する事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）アスリートの求人・求職に関する相談、求人・求職申込み受付 

（２）職業安定法（昭和 22年法律第 141号。以下「法」という。）第 29条第１項の

規定に基づく無料職業紹介事業 

（３）（１）の登録者に対する情報発信 

（４）その他上記の事業を実施するために必要な事業 

 

（実施場所） 

第３条 アスジョブぐんまは、県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課において実施

する。 

 

（事務担当者） 

第４条 アスジョブぐんまの事務担当者は、県地域創生部スポーツ局スポーツ振興課

の職員とする。 

 

（対象者） 

第５条 アスジョブぐんまに求人できる企業等（以下「求人者」という）は、次の各

号全てを満たすものとする。 

（１）県内に本社又は事業所を有する企業等 

（２）採用したアスリートの競技活動に配慮できる企業等 

２ アスジョブぐんまに求職できる者（以下「求職者」という）は、次の各号全てを

満たすものとする。 

（１）原則として、公益財団法人群馬県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」と

いう。）に加盟している団体の競技に取り組んでいる者 

（２）就職後も全国大会や国際大会での活躍を目指しており、競技引退後は指導者

として後進の育成・指導を希望する者 

 

（求人登録） 

第６条 求人の申込みは、求人者が事業所登録書（様式第１号）及び求人票（様式第

２号）に必要事項を記載し、アスジョブぐんまに来所又は郵送、電子メールにて提

出するものとする。ただし、事業所登録書については、変更がない限り、初回のみ

提出するものとする。 

 

（求職登録） 

第７条 求職の申込みは、求職者がエントリーシート（様式第３号）に必要事項を記

載し、アスジョブぐんまに来所又は郵送、電子メールにて提出するものとする。そ

の際には県スポーツ協会加盟競技団体が作成した推薦書（様式第４号）も併せて提

出するものとする。 

 

（求人者及び求職者に交付する書類） 



第８条 アスジョブぐんまは、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やか

に、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項、求人者の情報及び求職者の個人

情報の取扱いに関する事項について、書面又は電子メール等で、求人者及び求職者

に明示するものとする。 

 

（求人及び求職管理簿） 

第９条 アスジョブぐんまは、求人及び求職について、求人管理簿（様式第５号）及

び求職管理簿（様式第６号）を作成し、管理するものとする。 

 

（職業紹介の基本方針） 

第 10条 アスジョブぐんまは、求職者に対しては、法第２条にも規定される職業選択

の自由の趣旨を踏まえ、求職者の希望と能力に適合する職業を紹介し、求人者に対

しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。 

 

（職業紹介の手続き） 

第 11条 アスジョブぐんまは、求職者に対し、紹介しようとする求人者の求人登録内

容を書面等により交付し、意向を確認するものとする。なお、求人者の同意を得ら

れた場合に限り、希望者に対して企業見学等を実施する。 

２ アスジョブぐんまは、前項の紹介について、求職者が同意したときは、求人者に

対し、求職者紹介通知書を送付し、求職者を紹介するものとする。 

３ 求人者は、前項の紹介があった場合は、求職者の面接・試験等を実施し、採否結

果について、アスジョブぐんまへ報告するものとする。 

 

（委任） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、アスジョブぐんまに関し必要な事項は別に

定める。 

 

 

附 則 

この要綱は令和２年８月 24 日から施行する。 

この要綱は令和 4 年９月 1 日から施行する。 

 

 


